


ので，―これは労働問題が企業の場所的空
間のなかで発生するからですが―，私は，
労働者を一応内部成員として労働法はとらえ
てきたと思います。
また，たとえば労働者の成果物がなぜ使用

者あるいは事業主に帰属するか。考えてみれ
ば，これはやはり成員として考えませんと説
明できないと思いますし，民法の715条の労
働者が行った不法行為に関して使用者が当然
に責任を取るという理屈もなかなか出ません
から，考えてみれば当然の前提として成員と
して理解をしてきたということは言えるだろ
うと思います。
ただ，その労働法のとらえる企業にはいく

つかの特色があるだろうと，ここでちょっと
考えてみましたけれども，先ほど申し上げま
したように，１つは場所的な空間にかなり重
点を置いてとらえているということでありま
す。たとえば労基法上は事業場概念で用いて
おりますけれども，団体法のなかでも協約の
一般的拘束力や組織統制等が事業場というく
くりのなかで問題を処理しております。
また労働法では企業の成員を基本的に使用

者と労働者というくくりで考えるものですか
ら，それ以外のものは成員の視野に入ってい
ない。会社法の社員であるところの株主等は
一般的には労働法の視野のなかでは入ってい
ないということであります。
また使用者という概念，労基法の条文では，

「事業主または事業の経営担当者その他，労
働者に関する事項に関して事業主のために行
為するものすべて」ということになりますか
ら，基本的には会社それ自体と経営者である
取締役，そして一般の労働者も場合によって
は使用者というかたちのなかに含まれる仕組
みになっています。そういう意味でいえば法
人とその機関を分けておりませんし，さらに
は広く労働者も含みうるものとして使用者と
いう概念を理解しているということになりま
す。
このように，労働法は企業の内なる存在と

して労働者を見ているわけですけれども，会
社に対する支配という側面でみますと，物的
な資産に対しての利用権すら当然に持ってい
ない。その結果，労働法のなかで言えば組合
活動をめぐって，企業内の集会やビラの貼付
や配布が施設管理権を侵害するとして正当性
を否定される等，さまざまな問題をもたらし
てきました。また企業の意思決定に関しても，
なんら発言権を持たない。そういうことで言
いますと，その意思決定や資産に対する処分
権や利用権を持たないということで言えば，
「不完全な成員」ともいうべき位置づけがな
されるということであります。
ただ，企業経営にかかわる戦略的な判断に

直接影響力を行使することは別として，雇用
労働条件にかかる意思決定であれば，団体交
渉システムを通して影響力を行使する，つま
り，企業の意思形成過程のなかにおいて発言
をするということ自体は排除していない。企
業の意思形成過程に影響力を与えることの可
能性は，労働法が労使関係システムの構築を
認めたときから，必ずしも排除するものでは
ないということです。そういうことで言えば，
「不完全な成員」として位置づけられている
労働者が「完全な成員」となることを排除し
ていない。その意味で労働法においては，労
働者は企業から排除されているわけではなく，
その企業における位置は，企業の完全な成員
になる余地を認められた不完全な成員である，
そういうふうに理解することもできるだろう
と思います。
このように労働法における企業というもの

を考えたわけですけれども，簡単に言えば企
業組織，とりわけ人的な組織，労働組織を前
提にしながら二者関係で企業というものをと
らえる。そして契約論や交渉論というものの
なかで，ある程度企業の組織的な側面に対し
て，あるいは支配的な関係性に対して影響力，
あるいは発言を認める。そういうかたちで今
日まで来たということであります。
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